
※下記に該当する場合は事業対象外です。 

 

 

 

 

※宿泊業は売場面積にかかわらず常時従業員数が 20人以下であること。 

 

〈中・大型店〉  売り場面積５００㎡以上または従業員規模・資本金が以下の業種 
製造業・その他の業種    従業員３００人以上又は資本金３億円以上 
卸売業           従業員１００人以上又は資本金１億円以上 
小売業           従業員５０人以上又は資本金５０００万円以上 
サ－ビス業         従業員１００人以上又は資本金５０００万円以上 


